
令和２年 第１回 川口市教育委員会定例会

日 時  令和２年１月１６日（木） 

午後３時３０分 

場 所  川口市教育局教育委員会室 

日    程

１ 開 会

２ 点 呼

３ 前回会議録の承認

（１）第２１回川口市教育委員会定例会会議録 

４ 教育長報告

（１）令和元年度大貫海浜学園・水上少年自然教室終了報告について               ――  １

（２）卒業（園）式、入学（園）式について                          ――  ２

（３）令和元年度川口市学校応援団優秀学校表彰の受賞について                 ――  ３

（４）学校における食物アレルギーに関わる検討委員会の報告について              ――  ４

（５）川口市立学校におけるいじめ問題の状況について                     ――当日１

５ 協議事項

（１）３月市議会定例会案件について                             ――当日２

（２）卒業（園）式における告辞等について                          ――当日３

６ 議 事

議案第１号 職員の人事について                               ――当日４

議案第２号 教職員の人事について                              ――当日５

議案第３号 川口市立高等学校通則の一部を改正する規則について                ――  ５

議案第４号 川口市立高等学校の単位制教育に関する規則の

一部を改正する規則について          ――  ７

７ その他

（１）令和２年川口市はたちの集い結果報告について                      ――当日６

（２）令和元年度川口市体育三賞選考結果について                       ――  ９

（３）令和元年度川口市優秀教職員表彰被表彰者について                    ―― １３

８ 閉 会



令和元年度 大貫海浜学園・水上自然教室終了報告について

1 大貫海浜学園校外学習

（１）実施期間 令和 元 年 ５ 月 15 日 （ 水 ）  11 月 20 日 （ 水 ）

（２）参加人員
通常学級 人 人
特別支援学級 人 人

人

（３）参加単位
４学級（ 5 隊 ・ 2 隊 ） 7 隊
５学級（ 3 隊 ・ 13 隊 ） 16 隊
６学級（ 0 隊 ・ 7 隊 ） 7 隊
特別支援学級合同（ 1 隊 ） 1 隊

合計 31 隊

（４）交通機関  間貸切バス 台

2 水上少年自然の家校外学習

（１）実施期間 令和 元 年 ５ 月 25 日 （ 土 ）  10 月 30 日 （ 水 ）

（２）参加人員
通常学級 人 人
特別支援学級 人 人

人

（３）参加単位
２学級 1 隊
３学級 4 隊
４学級 12 隊
５学級 5 隊
６学級 5 隊
７学級 1 隊
特別支援学級合同（ 1 隊 ） 1 隊

合計 29 隊

（４）交通機関  間貸切バス 台

379
12

5,356合計

児童
児童

4,943
22

引率教師
引率教師

215

１校編成
１校編成
１校編成

２校編成
２校編成
２校編成

193

合計 4,601

児童 4,233 引率教師 277
児童 45 引率教師 46
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卒業（園）式について

令和元年度川口市立学校（園）卒業（園）式

月 日（曜）
開式時刻

（予定）
式 場

幼 稚 園 ３月１８日（水） 午前１０時 自 園

小 学 校 ３月２４日（火） 午前１０時 自 校

中 学 校 ３月１３日（金） 午前１０時 自 校

芝西中学校陽春分校

（夜間中学）
３月１３日（金） 午後 ６時 自 校

川口市立高等学校（全） ３月１３日（金） 午前１０時 自 校

川口市立高等学校（定） ３月１３日（金） 午後 ６時 自 校

入学（園）式について

令和２年度川口市立学校（園）入学（園）式

月 日（曜）
開式時刻

（予定）
式 場

幼 稚 園 ４月１３日（月） 午前１０時 自 園

小 学 校 ４月 ８日（水） 午前１１時 自 校

中 学 校 ４月 ８日（水） 午後１時３０分 自 校

芝西中学校陽春分校

（夜間中学）
４月 ９日（木） 午後 ６時 自 校

川口市立高等学校（全） ４月 ８日（水） 午後 ２時 自 校

川口市立高等学校（定） ４月 ８日（水） 午後 ６時 自 校
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令和元年度 川口市学校応援団優秀学校の受賞について 

受賞校：①川口市立仲町小学校（木村 達夫 校長） 

    ②川口市立神根小学校 （中村 義郎 校長） 

    ③川口市立十二月田小学校  （石井 宏明 校長） 

    ④川口市立安行東小学校 （伊藤 政久 校長） 

    ⑤川口市立岸川中学校 （中山 明広 校長） 

1 受賞校の取組  

＜仲町小学校＞ 

 ○読み聞かせや図書室の整理に図書ボランティアが毎週活動を行っている。

 ○応援団の協力を得て、教職員、子供たちも交えて年に複数回の大掃除を行っている。

また、ポパイの会（おやじの会）が学校行事の際に施設設営などの活動をしている。

＜神根小学校＞ 

 ○つくしの会、たんぽぽの会による学校図書館の環境整備や読み聞かせ等の活動を行っ

ている。また、学習支援として、体験活動支援や外国語活動の補助等を行っている。

 ○おやじの会やみどりのゆびの会などの協力を得て、かみねっ子ファームの管理等の活

動を行っている。

＜十二月田小学校＞ 

 ○学校応援団の協力を得て図書室の環境整備や読み聞かせ、お話の会などを行っている。

 ○学校応援団便りを年に４回発行し、学校応援団の活動を保護者だけではなく、地域に

も広報している。

 ○音楽活動を行うママボラが毎月ママボラコンサートを開催し、児童に親しまれている。

＜安行東小学校＞ 

 ○学習支援ボランティアによる読み聞かせや、地域の植木農家と連携して植樹や盆栽の

体験活動を行うなど地域の特色を生かした活動を行っている。

 ○子ども見守り隊によって登下校時や放課後等の見回りが行われているほか、各町会の

夏祭りの見回りや各種学校行事での見回りが行われている。

 ○環境整備ボランティアにより、花の植え替えや美化作業が行われている。

＜岸川中学校＞ 

 ○３年生の面接練習において、地域の方に面接官を務めてもらう、１年生向けの進路講

演会では地域の方の協力を得るなど、進路指導において地域の力を活用している。

 ○生徒の地域行事への参加を支援するなど、学校・地域の双方向での連携を通して、地

域とともにある学校づくりに取り組んでいる。 

２ 表彰式 

  令和２年１月１４日（火） 川口リリア 音楽ホール

               令和元年度川口市健康教育大会にて実施しました。

埼玉県では平成１７年度から学校応援団事業がはじまり、平成２８年度から川口市で

は学校・地域が連携し子どもたちの教育活動を支援する学校応援団活動のうち、その内

容が特に優れ成果を上げている学校を優秀学校として表彰している。
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学校における食物アレルギーに関わる検討委員会の報告について 

１ 第３回 

（１）日時 令和元年１１月２６日(火)１５時から１６時４５分 

（２）議事 ア 元郷学校給食センターにおけるアレルギー対応食提供事業実施要綱

改正について 

      イ 食物アレルギー対応の流れのフローチャートについて 

      ウ 川口市立小中学校における食物アレルギー対応マニュアル(案)の作

成について 

（３）概要 

元郷学校給食センターにおけるアレルギー対応食提供事業実施要綱の一部改定に

ついて、別紙（案）のとおり事務局が提案したものを審議し、了承された。 

  食物アレルギー対応の毎日の対応手順、分担の流れのフローチャートについては、

事務局が提案したものを審議し、検討をおこなった。 

川口市立小中学校における食物アレルギー対応マニュアル(案)の「Ⅰ 食物アレ

ルギーとは」、「Ⅱ 学校給食における食物アレルギー対応について」の項目を審議

し、検討をおこない、継続審議とする。 
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議案第３号 

川口市立高等学校通則の一部を改正する規則について 

このことについて、別紙のとおり議決を求める。 

令和２年１月１６日提出 

川口市教育委員会教育長  茂 呂  修 平 
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   川口市立高等学校通則の一部を改正する規則 

 川口市立高等学校通則（昭和４７年教育委員会規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

第１４条中「様式第２号の」を「別に定める」に改める。 

第１５条第１項中「様式第３号」を「様式第２号」に改め、同条第２項中「様式

第４号」を「様式第３号」に改める。 

様式第２号を削り、様式第３号を様式第２号とし、様式第４号を様式第３号とす

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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議案第４号 

川口市立高等学校の単位制教育に関する規則の一部を改正する規則について 

このことについて、別紙のとおり議決を求める。 

令和２年１月１６日提出 

川口市教育委員会教育長  茂 呂  修 平 
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   川口市立高等学校の単位制教育に関する規則の一部を改正する規則 

 川口市立高等学校の単位制教育に関する規則（平成８年教育委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「別記様式の」を「別に定める」に改める。 

別記様式を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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令和元年度 川口市体育三賞選考結果について

１ 川口市体育賞 
◎スポーツ功労賞 

   選考結果   【 川口市スポーツ推進委員協議会前会長  古挽 達夫】

   選考理由   永年にわたり、川口市スポーツ推進委員協議会の運営・発展に努め、

本市市民のスポーツの推進に多大な功績をあげた。

◎スポーツ川口賞

  ○ミスター川口  

   選考結果   【ソフトテニス  野口 快 （芝東中学校）】

The 1st Asian juniors Soft tennis Championships
男子シングルスＵ－１５ 優勝 

                           男子ダブルスＵ－１５  優勝 

   選考理由    The 1st Asian juniors Soft tennis Championships 男子シングル 

           スＵ－１５、男子ダブルスＵ－１５において優勝という輝かしい成 

績を収めた。 

○ミス・ミセス川口  

   選考結果   【スポーツクライミング  小池 はな （幸並中学校）】

IFSC CLIMBING youth world championships ARCO2019   

ユースＢ女子リード   ２位 

                     ２０１９ ＩＦＣＳ世界ユース選手権         

ユースＢ女子ボルダー  ３位

選考理由    IFSC CLIMBING youth world championships ARCO2019 ユースＢ女子リード

において２位、２０１９ＩＦＣＳ世界ユース選手権ユースＢ女子ボルダー  

において３位という輝かしい成績を収めた。

◎スポーツ優秀賞   

選考結果及び選考理由 ソフトテニス【黒坂 卓矢（芝東中学校）】 

第 50 回全国中学校ソフトテニス大会       男子個人 優勝 

     ソフトテニス【赤津 優希・相澤 波月（芝東中学校）】 

第 50 回全国中学校ソフトテニス大会       男子個人 ２位 

水泳（競泳）【林 太陽（武南高校・スウィン東光）】 

第 42 回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

                                                  男子 100m 平泳ぎ   ２位 

                         男子 200m 平泳ぎ   ２位 

陸上競技【原 悠貴（芝東中学校）】 

第 46 回全日本中学校陸上競技選手権大会    男子 800m    ２位
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                   スポーツクライミング【本間 大晴（埼玉県山岳・スポーツクライミング協会）】 

                   IFSC クライミングワールドカップ 廈門 2018   男子リード   ５位 

          アジアユース選手権               男子リード  優勝 

                第７４回国民体育大会           成年男子リード  ２位 

テニス【輿石 龍児（川口市役所）】 

       第 81 回日本商業開発全日本ベテランテニス選手権  

５０歳以上男子ダブルス   優勝 

ウエイトリフティング【守屋 雅弘（県立川口高等学校）】 

第 66 回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会  

                       55ｋｇ級クリーンアンドジャーク  優勝

体操（トランポリン）【小澤 航平（芝西中学校）】

第 16 回全日本タンブリングダブルミニトランポリン競技 

年齢別選手権大会            ダブルトランポリン男子 13-14  優勝

ソフトテニス【鈴木 明美（川口クラブ）】 

                第 23 回全日本シニアソフトテニス選手権大会 

   女子ダブルス 55  優勝

スケート（ショートトラック）【吉田 凪歩（神奈川大学）】 

第 74 回国民体育大会冬季大会    

ショートトラック少年女子 1000m   ２位 

バトントワーリング【太島 由菜（南中学校）】 

2019IBTF バトントワーリンググランプリ大会   

ソロトワールジュニア   優勝 

フェンシング【山﨑 妃奈乃（戸塚中学校）】 

第 5回全国中学生フェンシング選手権大会  

女子サーブル個人   ２位 

水泳（飛込）【金戸 華（セントラルスポーツダイビングチーム/日本大学）】 

第 95 回日本選手権水泳競技大会飛込競技 

     女子３ｍシンクロ   優勝

バドミントン【鈴木 陽向（埼玉栄高等学校）】 

世界ジュニア選手権 2019        女子ダブルス     ３位 

バドミントンインドジュニア 2019    女子ダブルス    優勝 

ソフトテニス【川口市役所】 

第 33 回ソフトテニス日本実業団リーグ    男子団体戦   ２位 

サッカー【アヴェントゥーラ川口】 

第 25 回全国クラブチームサッカー選手権大会  男子団体   ２位 
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２ 第３７回大野元美記念体育賞 

選考結果   【 車いすテニス 三木 拓也（トヨタ自動車）】

Wroclaw cup(ITF 2 Series)   車いすテニスシングルス  優勝 

   選考理由     ITF2Series、Wroclaw cup において、車いすテニスシングルス優勝

という輝かしい成績を残した。 

※ 大野元美記念体育賞の概略

 川口市の体育・スポーツの振興に永年貢献された名誉市民故大野元美市長のご偉業を称え、

毎年度市内の最も優秀な選手（チーム）又は市民体育の振興に貢献された方に対し「大野元

美記念体育賞」を贈り、これによって市内の体育・スポーツをますます振興させ、併せて技

術の向上をはかろうとするものであります。 

なお、大野元美記念賞顕彰会は、昭和５８年１月１日に発足したものであります。 
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３ 第５６回押田記念体育賞 

   選考結果   【ソフトテニス 芝東中学校男子ソフトテニス部】 

第 50 回全国中学校ソフトテニス大会   団体戦 男子団体 優勝 

第 49 回関東中学校ソフトテニス大会    団体戦 男子団体 優勝 

   選考理由    第 50 回全国中学校ソフトテニス大会において男子団体戦優勝とい

う輝かしい成績を収めた。

校長 阿部 弘之  顧問 松田 裕介  藤田 隼人 

野口  快  黒坂 卓矢  赤津 優希  相澤 波月 

木村晋太朗  原田 滉太  清水 一樹  初鹿 暁哉 

※ 押田記念体育賞の概略

川口市スポーツ界の先達として永年貢献された故押田勤先生のご偉業を称え昭和３９年

１０月に押田記念体育顕彰会が発足。 

 先生が体育・スポーツに対して残された熱意とご努力を受けついで毎年度市内で最も優秀

なスポーツ選手に「押田記念体育賞」を贈り、市の体育・スポーツをますます振興させ、併

せて技術の向上をはかろうとするものであります。
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５０歳以上の部
番号 性別 職名

番号 性別 職名

番号 性別 職名

男 教諭 芝中央小学校
学習指導等(総合)

学校運営等（生徒指導）

学習指導等(数学)
学校運営等（教育課程）

5 勝浦　祐輔 男
事務
主任

前川東小学校

並木小学校

５０歳未満の部　中堅教員等資質向上研修　未修了者（または採用以来１０年未満の経験者）

学校運営等（学校事務）

学習指導等（体育）
学校運営等（研修）

学　校　名 推薦の概要

教諭

氏　　名

令和元年度　川口市優秀教職員表彰被表彰者について

氏　　名

戸塚中学校

学　校　名 推薦の概要

学習指導等（特別支援教育）教諭女

５０歳未満の部　中堅教員等資質向上研修　修了者（または採用以来１０年以上の経験者）

2 牧野　隆道

桂　朋子1

6 諏訪　真宣 男

4 平野　雅洋 男 教諭

氏　　名 学　校　名 推薦の概要

八幡木中学校

3 西牧　孝子 女 教諭 安行小学校
学習指導等(総合)
学校運営等（研修）
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令和２年川口市はたちの集い結果報告について 

１．日 時 令和２年１月１３日（月・祝）１１時から１４時３０分まで 

２．会 場 川口総合文化センター・リリア及び川口西公園（リリアパーク） 

３．対象者 ６，０９８人（男 ３，１６７人 女 ２，９３１人） 

平成１１年４月２日から平成１２年４月１日までに出生した市内在住の男女 

４．参加者数等                         ※（ ）内は前年比        

 男 女 計 

対象者数 ３，１６７人（＋６３人） ２，９３１人（＋８１人） ６，０９８人（＋１４４人）

参加者数 １，８２３人（＋２５人） １，７７９人（－７０人） ３，６０２人（－４５人）

参加率 ５７．６％  ６０．７％  ５９．１％ 

※参考（前年） 

 男 女 計 

対象者数 ３，１０４人  ２，８５０人  ５，９５４人 

参加者数 １，７９８人  １，８４９人   ３，６４７人 

参加率 ５７．９％  ６４．９％  ６１．３％ 

５．各記念コーナー別参加者数 

（リリア館内１階） 

 ・展示ホール 

茶席体験コーナー           計  １７０人 

生花作品との記念撮影コーナー     計  １７０人 

着物装い直しコーナー         計   ６２人 

・催し広場 

集いの場コーナー           計   ９７人 

救護室                計    １人 

（川口西公園） 

 ・オートレースＰＲコーナー       計  ５００人 

 ・消防団ＰＲコーナー          計  ５２０人 

６．取材報道 

           ＴＢＳ 

Ｊ：ＣＯＭ 

当日資料６-1-

その他（１） 当日資料６



川口市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱（案） 新旧対照表 

改正案 現 行 

（趣旨） 

第 1条 略 

（対象者） 

第２条 事業の対象となる者は、元郷学校給食センターから給食を提供してい

る小・中学校の児童生徒のうち、卵又は乳の食物アレルギーを原因として学

校給食の全部又は一部を喫食することができない者とする。ただし、アナフ

ィラキシーショックの既往歴がある者は対象としない。

（アレルギー対応食の内容等）

第 3条 略 
（実施の申請及び決定）

第４条 本事業の実施を希望する保護者は、学校との面談のうえ、アレルギー

対応食提供事業実施申請書（様式第１号）を学校長に提出する。学校長は、保

護者から提出された様式第１号を元郷学校給食センターを通じて学校保健課長

に提出しなければならない。

２ 本事業の実施の可否は、学校保健課長が決定する。学校保健課長はアレル

ギー対応食提供事業実施決定通知書（様式第２号）を学校長を通じて保護者

に通知するものとする。

（献立等）

第５条 略     

（事業の中止）

第６条 本事業の中止を希望する保護者は、アレルギー対応食提供事業中止申

請書（様式第４号）を児童生徒が在籍する学校長に提出しなければならない。

この場合において、児童生徒のアレルギー症状が改善し、医師の診断により、

アレルギー対応食の喫食の中止が指示されたときは、医師が記載した学校生

（趣旨） 

第 1条 略 

（対象児童） 

第２条 事業の対象となる者は、元郷学校給食センターから給食を提供して

いる小学校の児童のうち、卵又は乳の食物アレルギーを原因として学校給食の

全部又は一部を喫食することができない者とする。ただし、アナフィラキシー

ショックの既往歴がある者は対象としない。 

（アレルギー対応食の内容等）

第 3条 略 

（実施の申請及び決定）

第４条 本事業の実施を申し込もうとする保護者は、学校との面談のうえ、ア

レルギー対応食提供事業実施申請書（様式第１号）を、学校長を通じて、元郷

学校給食センター所長（以下「所長」という。）に提出しなければならない。

２ 本事業の実施の可否は、所長が決定し、アレルギー対応食提供事業実施決

定通知書（様式第２号）を、学校長を通じて保護者に通知するものとする。

（献立等）

第５条 略（委員の任期） 

（事業の中止）

第６条 本事業の中止を希望する保護者は、アレルギー対応食提供事業中止申

請書（様式第４号）を児童が在籍する学校長に提出しなければならない。こ

の場合において、児童のアレルギー症状が改善し、医師の診断により、アレ

ルギー対応食の喫食の中止が指示されたときは、医師が記載した学校生活管
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川口市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱（案） 新旧対照表 

改正案 現 行 

活管理指導表（アレルギー疾患用）を学校長に提出しなければならない。

（事業の一時停止）

第７条 学校保健課長は、正当な理由があるときは、本事業の実施を一時停止

することができる。（委任） 

（附則）（平成２９年３月１４日）

１ この要綱の一部改正は、平成２９年４月１日から適用する。

（附則）（令和元年１２月日）

１ この要綱の一部改正は、令和２年４月１日から適用する。

理指導表（アレルギー疾患用）を学校長に提出しなければならない。

（事業の一時停止）

第７条 所長は、正当な理由があるときは、本事業の実施を一時停止すること

ができる。 

（附則）（平成２９年３月１４日）

１ この要綱の一部改正は、平成２９年４月１日から適用する。
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川口市立高等学校通則の一部を改正する規則案要綱 

１ 改正の趣旨及び内容 

  川口市立高等学校の入学者の選抜における入学願書は、別に定める様式を用い

ることから、文言及び様式の整備を行うもの。 

２ 施行期日 

  公布の日から施行するもの。 

３ 予算措置 

  不要 

４ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   なし 

(2) パブリック・コメント 

   不要 

議案第３号参考資料-1-

　　　議案第３号参考資料
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議案第３号参考資料 

川口市立高等学校通則の一部を改正する規則案新旧対照表 
〇川口市立高等学校通則（昭和４７年教育委員会規則第６号） 

（下線の部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

川口市立高等学校通則 川口市立高等学校通則 

第1条～第13条（略） 第1条～第13条（略） 

（志願手続） （志願手続） 

第14条 入学志願者は、別に定める入学願書のほかに、入学に必要な書類を

出身学校長を経て志願先高等学校長に提出しなければならない。 

第14条 入学志願者は、様式第２号の入学願書のほかに、入学に必要な書類

を出身学校長を経て志願先高等学校長に提出しなければならない。 

（入学手続） （入学手続） 

第15条 入学を許可された者に対し親権を行う者（親権を行う者のないとき

は未成年後見人。以下「保護者」という。）は、速やかに保証人が連署し

た様式第２号の在学保証書を校長に提出しなければならない。 

第15条 入学を許可された者に対し親権を行う者（親権を行う者のないとき

は未成年後見人。以下「保護者」という。）は、速やかに保証人が連署し

た様式第３号の在学保証書を校長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、入学を許可された者が成年者であるときは、

当該入学を許可された者は、保証人の署名を得た様式第３号の誓約書を校

長に提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、入学を許可された者が成年者であるときは、

当該入学を許可された者は、保証人の署名を得た様式第４号の誓約書を校

長に提出するものとする。 
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様式第２号 様式第２号 
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様式第３号 様式第３号 
様式第 3号 
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川口市立高等学校の単位制教育に関する規則の一部を改正する規則案要綱 

１ 改正の趣旨及び内容 

  川口市立高等学校の単位制による課程の入学者の選抜における入学願書は、別

に定める様式を用いることから、文言及び様式の整備を行うもの。 

２ 施行期日 

  公布の日から施行するもの。 

３ 予算措置 

  不要 

４ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   なし 

(2) パブリック・コメント 

   不要 

議案第４号参考資料-1-

　　　議案第４号参考資料
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議案第４号参考資料 

川口市立高等学校の単位制教育に関する規則の一部を改正する規則案新旧対照表 

○川口市立高等学校の単位制教育に関する規則（平成８年教育委員会規則第９号） 

（下線の部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

川口市立高等学校の単位制教育に関する規則 川口市立高等学校の単位制教育に関する規則 

第１条～第３条（略） 第１条～第３条（略） 

（志願手続） （志願手続） 

第４条 単位制による課程に入学を志願する者は、別に定める入学願書のほ

か、入学に必要な書類を校長に提出しなければならない。 

第４条 単位制による課程に入学を志願する者は、別記様式の入学願書のほ

か、入学に必要な書類を校長に提出しなければならない。 

第５条～第１０条（略） 第５条～第１０条（略） 

別記様式 
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